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平成２８年１１月１５日現在（速報値）の東京都内の食中毒発生状況は、事件数１１１件、

患者数１,８０２名です。（昨年同期は、事件数１３９件、患者数２,１５５名でした。） 

 

≪病因物質別発生件数≫ 
 

 

累計(1１/１５まで) 

件数 患者数 

ウイルス ノロウイルス 34 641 

細菌 

カンピロバクター 31 761 

黄色ブドウ球菌 3 26 

腸炎ビブリオ 4 28 

ウエルシュ菌 4 146 

サルモネラ 2 54 

腸管出血性大腸菌 4 46※ 

毒素原性大腸菌 1 34 

カンピロバクター及び

サルモネラ 
3 27 

寄生虫 アニサキス 18 18 

化学物質 ヒスタミン 3 15 

自然毒 
植物性自然毒 ２ 2 

動物性自然毒 １ 2 

不明 1 2 

合計 111 1,802※ 

 

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計 

件数 9 14 16 14 6 10 12 14 7 8 1  111 

患者数 200 126 13６ 851 24 169 60 120※ 42 73 1  1,802 

東京都内の食中毒発生状況は、昨

年同期に比べると事件数・患者数共

に低い値で推移しています。 

 病因物質の内訳をみると、昨年同

期よりノロウイルス食中毒の発生

が少ない一方で、細菌による食中毒

は事件数・患者数共に多い傾向にあ

ります。特に高齢者福祉施設で発生

した腸管出血性大腸菌による食中

毒では死者が5名発生しています。 

 ノロウイルスによる食中毒は、毎

年秋以降に増加します。従業員の体

調管理や丁寧な手洗いをしっかり

と行って、食中毒予防に努めましょ

う。 

 

詳細は２ページを 

ご覧ください。 
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※死者5名を含む 

※死者5名を含む 
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◆そもそも って何？ 

ノロウイルスは、以下のような特徴を持っています！ 

【潜伏期間】１～２日 

【主要症状】吐き気、おう吐、腹痛、下痢、発熱(３８℃以下)など 

【原因食品】ノロウイルスに汚染された二枚貝(カキ等)、食品取扱者を介して汚染された食品 

【その他】 食品中では増えず、人の腸管内で増殖します。 

また、非常に感染力が強く１０個程度でも感染するおそれがあります。 

感染者の下痢便１ｇ中には１００億個ものウイルスが含まれています。 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ノロウイルスには、一般のア

ルコール消毒の効果が薄いた

め、石けんでウイルス自体を手

から洗い流すことがとても重

要となります。２度洗いする

と、より効果的です。 

トイレの便座やドアノブ、水

道の蛇口等、普段何気なく触っ

ている場所にも、ノロウイルス

が付着している場合がありま

す。次亜塩素酸ナトリウムを用

いて消毒しましょう。 

１.日々の徹底した手洗い！ 

４.体調管理の実施＆記録！ ３.８５～９０℃、９０秒間以上の加熱！ 

２.施設＆調理器具の消毒！ 

 

ノロウイルスは８５～９０℃、

９０秒間以上の加熱で不活化さ

せることが出来ます。中心温度計

等を用いて、中まで十分に加熱さ

れていることを確認しましょう。 

ノロウイルスに感染した人が

調理した食品を原因とする、食中

毒事例が多く発生しています。

日々健康チェックを行い、下痢や

おう吐などの症状がある時は、調

理従事はやめましょう。 

～ノロウイルス食中毒予防４つの対策～ 

今年も江戸川区民まつりが、10月9日（日）に篠崎公園で開催されました！あいに

くの天気ながら、江戸川区食品衛生協会のブースでは、７００名を超える方に食品衛生

に関するアンケートのご協力をいただきました。集計によると、今回も、食中毒への関

心が最も高い結果となりました。また、実に９割近くの方が、「自主管理に取り組んでい

るお店を選びたい」と回答しています。今後も自主管理に積極的に取り組んでいきまし

ょう。 
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１０月２５日に実施された「平成２８年度食品衛生推進員研修会」では、HACCP導入施設

である「株式会社 紀文食品 東京工場（千葉県印旛郡栄町）」を見学しました。 
 

＜ＨＡＣＣＰ（Ｈazard Analysis and Critical Control Point）とは？ ＞ 

 原材料の受入から最終製品までの各工程に、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予

測した上で、危害の防止につながる特に重要な工程を連続的・継続的に監視し、記録すること

により、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆食品衛生推進員の感想☆（感想の一部を抜粋、編集しています。） 

・安全安心を心がけた製造を行っており、HACCP導入工場の製品を買ってみたくなった。 

・食の安全に対する情熱を感じた。 

・衛生面に対し、様々な対策を取っており、安心して食べられると感じた。 

・衛生面に気を配った設備だった。 
 

食品衛生推進員 小岩大衆飲食店組合 組合長 齋藤 仁さん 

 江戸川区食品衛生推進員で小岩大衆飲食店組合の組合長をしております齋藤と申します。 

さて、近年では消費者の食の安全に対する意識がより一層高まっていることもあいまってか、

厚生労働省から飲食店を含めた食品事業者に対して、HACCPの導入を義務付ける方針である

ことが発表されました。われわれ江戸川区食品衛生推進員は、HACCPについて学ぶため、「株

式会社 紀文食品 東京工場」の工場見学に行きました。こちらの工場は約２０年前から

HACCPを導入しており、重要管理点(ＣＣＰ)として「加熱がしっかりできているか」「金属探

知機が正常に作動しているか」の2点を主に設定しているとのことでした。現場では、大がか

りな機械でちくわをたくさん生産していましたが、機械任せではなく人の目で検品する作業な

どもありました。それから、従業員の方のお話の中で、HACCP導入のための土台として行っ

ていることを教えてもらいました。例えば、①作業場に持ち込んでいいものを限定する②納品

物の温度測定・記録作成③従業員の健康管理の実施などがありました。特に健康管理は、従業

員数が多くなるほど大変ですが、従業員一丸となってノロウイルスを持ち込まないよう気を付

けており、頑張っていると感じました。一般の飲食店がHACCPを導入するためにはまだ課題

があると思いますが、HACCP導入のための土台作りなど、できることから始めていきたいと

思います。 
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 抜取検査 

製品の安全を 

確保！ 

「従来方式とHACCP方式の違い」 

 

 

STEP.1 

工程内の危害分析 
細菌の残存 異物混入 

金属探知機の動作確認 
STEP.2 

重要管理点(CCP)の決定 
温度・時間の管理 

Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ を 学 び ま し た 
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江戸川保健所生活衛生課 食品衛生担当 
連絡先 ３６５８－３１７７  内線３４～４０ 
江戸川区食品衛生協会 （銀座総合事務所） 
連絡先 ３５４２－０１６１ 

 

注意：これらの講習会は、食品衛生責任者の資格が取得できる講習会ではありません！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日付 開始時刻 対象 

２９年１月１２日（木） １４時 許可期限が平成２９年１・２月末で満了の方 

２９年３月 １日（水） １４時 許可期限が平成２９年３月末で満了の方 

２９年３月 ２日（木） １４時 許可期限が平成２9年４月末で満了の方 

日付 開始時刻 場所 

２９年２月２3日（木） １４時 東部区民館 集会室けやき・まつ 

２９年３月 ９日（木） １４時 総合文化センター ２階会議室 

２９年３月１６日（木） １４時 小岩アーバンプラザ ２階集会室 

日付 開始時刻 場所 

２９年２月２２日（水） １４時 総合文化センター ３階研修室 

≪許可更新の方の講習会≫  場所：小岩アーバンプラザ ２階集会室 
（営業許可の更新を迎える方には、別途ハガキでご連絡いたします。） 

日程が決定している食品衛生講習会のみを掲載しています。 

少なくとも年に１回は講習会を受け、新しい知識を取り入れるようにしましょう。 

衛生意識を高めることは、お店の衛生管理の向上に役立ち、食品の事故防止につながります。 

食品衛生協会に未加入のお店に、組合加入を勧めましょう！ 
江戸川区食品衛生協会についての最新情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。 

江戸川区食品衛生協会 

≪食品表示講習会≫（対象者の方には別途封書にて通知いたします。事前予約制※です。） 

≪実務講習会≫（すべての営業者の方が対象です。また、事前予約は不要です。） 

「食べきり推進店」へのご参加ありがとうございます。区ホームページでの紹介が始ま

りました。ぜひご覧ください。引き続き皆さんのご参加お待ちしています。 

（問い合わせ）5662-1689 江戸川区環境部清掃課ごみ減量係 

江戸川区 食べきり推進運動 

 講習会を受講 

しましょう！ 

※お申し込み方法は、ホームページ等でお知らせします。 


